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地域支えあい推進部地域包括ケア推進課

議会の委任に基づく専決処分について

１ 和解（示談）の相手方

社会福祉法人中野区福祉サービス事業団

２ 事故の概要

⑴ 事故発生日

令和３年（２０２１年）８月１５日

⑵ 事故発生場所

社会福祉法人中野区福祉サービス事業団事務室内（東京都中野区東中野一丁目

５番１号東中野地域包括支援センター１階）

⑶ 事故発生状況

東中野地域包括支援センター２階のベランダの排水管が破損し、排水口が塞が

れていたことにより、上記⑴の事故発生日にかけて降っていた雨水が施設内に流

入し、上記⑵の事故発生場所に設置されていた相手方が所有する電話機及び相手

方がリース契約により賃借していた複合機に当該雨水が降りかかった。この事故

により、当該電話機及び当該複合機が破損した。

３ 和解（示談）の要旨

区は、本件事故により、相手方が被った損害４０２，１８８円について、相手方

に対し賠償する義務があることを認め、相手方の指定する方法で支払う。

４ 和解（示談）成立の日

令和３年（２０２１年）１１月８日

５ 区の賠償責任

本件事故は、区が管理する東中野地域包括支援センター２階のベランダの排水管

が破損し、排水口が塞がれていたことが原因となって、雨水が施設内に流入したこ

とにより発生した事故であり、相手方が被った損害の全額について、区が賠償責任

を負うものと判断した。

６ 損害賠償額

本件事故による相手方の損害額は、破損した電話機の残存価額１９６，９８８円

と、破損した複合機のリース契約の解約金及びリース料残額相当額の合計２０５，

２００円との合計４０２，１８８円であり、区の損害賠償額は損害額と同額である。

７ 事故後の対応について

上記２⑶の排水口が塞がれていた状態を解消するとともに、破損していた排水管

を補修することとした。


